
平成１８年１２月２７日

山口県周南市平和通一丁目１０番の２
株式会社　西　京　銀　行
代表取締役　渡邊　孝夫

中間連結財務諸表の作成方針

(1)連結の範囲に関する事項

① 　連結される子会社及び子法人等　　　　　７社

会社名

　西京ビジネスサービス株式会社

　西京リース株式会社

　西京カード株式会社

　株式会社エス・ケイ・ベンチャーズ

　株式会社西京総研

　きらら債権回収株式会社

　株式会社ＨＲＳ

② 　非連結の子会社及び子法人等　　　　　　３社

会社名

　投資事業有限責任組合西京サポート壱号

　投資事業有限責任組合西京サポート弐号

　投資事業有限責任組合西京サポート参号

　非連結の子会社及び子法人等は、その資産、経常収益、中間純損益（持分に見合う額）

及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政

状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範

囲から除外しております。

(2)持分法の適用に関する事項

① 　持分法適用の非連結の子会社及び子法人等、関連法人等　　　　　０社

② 　持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等、関連法人等　　　　３社

　投資事業有限責任組合西京サポート壱号

　投資事業有限責任組合西京サポート弐号

　投資事業有限責任組合西京サポート参号

　持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等、関連法人等は、中間純損益（持分に見

合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても中間

連結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いております。

(3)連結される子会社及び子法人等の中間決算日等に関する事項

① 　連結される子会社及び子法人等の中間決算日は次のとおりであります。

　９月末日 ７ 社

② 　連結される子会社及び子法人等は、それぞれの中間決算日の財務諸表により連結してお

ります。

中　間　決　算　公　告



中間連結貸借対照表　（平成１８年９月３０日現在）　

（単位：百万円）

科　　　　　目 金　　　額 科　　　　　目 金　　　額

（　資　産　の　部　） （　負　債　の　部　）

現 金 預 け 金 14,991 預 金 687,367

コールローン及び買入手形 19,153 譲 渡 性 預 金 1,170

買 入 金 銭 債 権 10,775 借 用 金 3,000

商 品 有 価 証 券 44 外 国 為 替 0

金 銭 の 信 託 10,421 社 債 5,000

有 価 証 券 136,042 そ の 他 負 債 7,544

貸 出 金 527,776 退 職 給 付 引 当 金 1,713

外 国 為 替 462 そ の 他 の 引 当 金 8

そ の 他 資 産 8,851 再評価に係る繰延税金負債 2,051

有 形 固 定 資 産 14,574 支 払 承 諾 3,404

無 形 固 定 資 産 1,660 負 債 の 部 合 計 711,260

繰 延 税 金 資 産 9,076 （　純 資 産 の 部　）

支 払 承 諾 見 返 3,404 資 本 金 11,300

貸 倒 引 当 金 △ 15,863 資 本 剰 余 金 8,910

利 益 剰 余 金 8,761

自 己 株 式 △ 24

株 主 資 本 合 計 28,948

その他有価証券評価差額金 △ 949

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △ 300

土 地 再 評 価 差 額 金 2,336

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 1,087

少 数 株 主 持 分 76

純 資 産 の 部 合 計 30,111

資 産 の 部 合 計 741,372 負債及び純資産の部合計 741,372



(注)１． 　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

  ２． 　商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。

  ３． 　有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、その他有価証券のう

ち時価のあるものについては中間連結決算日の市場価格等（株式は中間連結決算期末月１カ月平均）に基づく時価法

（売却原価は主として移動平均法により算定）、時価のないものについては移動平均法による原価法又は償却原価法

により行っております。なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。

４． 　有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、時

価法により行っております。また、有価証券運用以外を主目的とする金銭の信託において信託財産を構成している有

価証券の評価は、上記２．及び３．と同じ方法によっております。

５． 　デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。

  ６． 　当行の有形固定資産の減価償却は、定率法（ただし、平成１０年４月１日以後に取得した建物（建物附属設備を除

く。）については定額法）を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。なお、主な耐用

年数は次のとおりであります。

　　建  物　５年～５０年

　　動  産　３年～２０年

　連結される子会社及び子法人等の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定額法により

償却しております。

  ７．   無形固定資産の減価償却は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当行並

びに連結される子会社及び子法人等で定める利用可能期間（当行の勘定系基幹システム関連については８年、その他

は主として５年）に基づいて償却しております。

  ８． 　当行の外貨建資産・負債は、主として中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。

　連結される子会社及び子法人等は、外貨建資産・負債を保有しておりません。

  ９． 　当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。

　破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」という。）に係る債権及びそれ

と同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお書きに記載されて

いる直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上し

ております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に係る

債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債

務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。

　上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しておりま

す。

　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監

査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。

　なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回

収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は

７，３５５百万円であります。

　連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた

額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ引き当ててお

ります。

  10． 　退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込

額に基づき、当中間連結会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。また、過去勤務債務

及び数理計算上の差異の費用処理方法は以下のとおりであります。

　　　過去勤務債務　　　　その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（１０年）による定額法により

　　　　　　　　　　　　　費用処理

　　　数理計算上の差異　　各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（１０年）による

　　　　　　　　　　　　　定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理

11． 　その他の引当金は、子会社である西京カード株式会社が会員に対しカード利用に応じたポイントを交付しており、

その金品との引換請求により発生する費用に備えるため、過去の実績率に基づく西京カード株式会社所定の基準によ

り必要と認められる額を計上しております。

12． 　当行並びに連結される子会社及び子法人等のリ－ス物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。

 13． 　当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適

用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第２４号。以下「業種別監査委

員会報告第２４号」という。）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場

変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の

（残存）期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについ

ては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。

 14． 　当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取

引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第２５号。以下

「業種別監査委員会報告第２５号」という。）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法に

ついては、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等

をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在する

ことを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。

15． 　当行並びに連結される子会社及び子法人等の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

16． 　当行の取締役及び監査役に対する金銭債権総額　１０百万円

17． 　関係会社の株式（及び出資）総額（連結される子会社の株式（及び出資）を除く）１，３３７百万円

18． 　有形固定資産の減価償却累計額　８，８２０百万円

19． 　有形固定資産の圧縮記帳額  １６７百万円



20． 　貸出金のうち、破綻先債権額は３，６３１百万円、延滞債権額は２５，４７４百万円であります。

  なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息

の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下

「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和４０年政令第９７号）第９６条第１項第３号の

イからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。

  また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目

的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。

21． 　貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は１４百万円であります。

　なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸出金で破綻

先債権及び延滞債権に該当しないものであります。

22． 　貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は５，６９４百万円であります。

　なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、

元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３カ月以

上延滞債権に該当しないものであります。

23． 　破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は３４，８１４百万円であり

ます。

　なお、２０．から２３．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

24． 　手形割引は、業種別監査委員会報告第２４号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商

業手形、荷付為替手形及び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりま

すが、その額面金額は、９，１１２百万円であります。

25． 　担保に供している資産は次のとおりであります。

　担保に供している資産

　　　有価証券　　１６，２７３百万円

　　　預け金　　　　　　　２３百万円

　　　その他資産　　　　　　３百万円

　担保資産に対応する債務

　　　預金　　　　　１，７５０百万円

　上記のほか、為替決済等の取引の担保として、有価証券１９，１２０百万円及びその他資産（保証金）８百万円を

差し入れております。

　また、その他資産のうち保証金は２８４百万円であります。

26． 　土地の再評価に関する法律（平成１０年３月３１日公布法律第34号）に基づき、当行の事業用の土地の再評価を行

い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、

これを控除した金額を「土地再評価差額金」として資本の部に計上しております。

　再評価を行った年月日　平成１０年３月３１日

　同法律第３条第３項に定める再評価の方法　　土地の再評価に関する法律施行令（平成１０年３月３１日公布政令

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第１１９号）第２条第４号に定める財産評価基本通達に基づいて、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（奥行価格補正、時点修正、近隣売買事例による補正等）合理的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　な調整を行って算出

27． 　借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金３，０００百万円が

含まれております。

28． 　社債には、劣後特約付社債５，０００百万円が含まれております。

29． 　１株当たり純資産額３３８円３１銭

　「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号平成14年9月25日）が平成

18年1月31日付で改正され、会社法施行日以後終了する中間連結会計期間から適用されることになったことに伴い、

当中間連結会計期間から同適用指針を適用し、１株当たり純資産額は「繰延ヘッジ損益」を含めて算出しております。

これにより、従来の方法に比べ１株当たりの純資産額は３円３８銭減少しております。

30． 　有価証券の時価及び評価差額等に関する事項は次のとおりであります。

  満期保有目的の債券で時価のあるもの

国債 ２４１ ２５４ １２

地方債 ６９ ７０ ０

社債 ４６０ ４７２ １２

外国債券 １０，２４９ ９，０９８ △　１，１５１

合計 １１，０２１ ９，８９６ △　１，１２５

  その他有価証券で時価のあるもの

株式 １１，６５１ １２，８３７ １，１８６

債券 ６０，３７８ ５８，３４４ △　２，０３３

　国債 ３６，７２５ ３５，０７８ △　１，６４７

　地方債 － － －

　社債 ２３，６５２ ２３，２６６ △　３８５

外国債券 ９，６７３ ９，４６１ △　２１１

その他 ４０，４３０ ４０，２２２ △　２０８

合計 １２２，１３３ １２０，８６６ △　１，２６７

　なお、上記の評価差額に繰延税金資産５１２百万円を加えた額　△７５４百万円のうち少数株主持分相当額０百万

円を控除した額　△７５５百万円が、「その他有価証券評価差額金」に含まれております。

　また、当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のある株式について５５９百万円減損処理を行ってお

中間連結貸借対照表計上
額（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

取得原価
（百万円）

中間貸借対照表計上額
（百万円）

評価差額
（百万円）



ります。減損処理とは、当該株式の時価が取得原価に比べ著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込み

があると認められないものについて、当該時価をもって中間連結貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当中間

連結会計期間の損失として処理したものであります。時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、当中間連

結会計期間末において時価が取得原価に対して５０％以上下落している銘柄をすべて、２５％以上５０％未満下落し

ている銘柄のうち債務者区分等を勘案し、必要と認められる銘柄を著しく下落したと判断しております。

  31． 　時価評価されていない有価証券のうち、主なものの内容と中間連結貸借対照表計上額は、次のとおりであります。

内容

満期保有目的の債券

－

その他有価証券

　非上場株式 １，９９１

　国内私募債　 ３００

　組合出資 １，８６２

  32． 　金銭の信託の保有目的別の内訳は次のとおりであります。

満期保有目的の金銭の信託 － － －

その他の金銭の信託 １０，７４７ １０，４２１ △　３２５

　なお、上記の評価差額に繰延税金資産１３１百万円を加えた額　△１９４百万円が、「その他有価証券評価差額

金」に含まれております。

 33． 　当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約

上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これら

の契約に係る融資未実行残高は、４４，４１４百万円であります。このうち原契約期間が１年以内のもの又は任意の

時期に無条件で取消可能なものが４４，４１４百万円あります。

　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当

行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債

権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をする

ことができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求

するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、

与信保全上の措置等を講じております。

 34． 　「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号平成17年12月９日）および「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号平成17年12月９日）が会社法

施行日以後終了する中間連結会計期間から適用されることになったこと等から、「銀行法施行規則」（昭和57年大蔵

省令第10号）別紙様式が「無尽業法施行細則等の一部を改正する内閣府令」（内閣府令第60号平成18年４月28日）に

より改正され、平成18年４月１日以後開始する事業年度から適用されることになったことに伴い、当中間連結会計期

間から以下のとおり表示を変更しております。

（１）　「資本の部」は「純資産の部」とし、株主資本、評価･換算差額等及び少数株主持分に区分のうえ表示してお

　　　ります。

　　　　なお、当中間連結会計期間末における従来の「資本の部」に相当する金額は３０，３３５百万円であります。

（２）　純額で繰延ヘッジ損失（又は繰延ヘッジ利益）として「その他資産」（又は「その他負債」）に含めて計上

　　　していたヘッジ手段に係る損益又は評価差額は、税効果額を控除のうえ評価・換算差額等の「繰延ヘッジ損益」

　　　として相殺表示しております。

（３）　「株式等評価差額金」は、「その他有価証券評価差額金」として表示しております。

（４）　負債の部の次に表示していた「少数株主持分」は、純資産の部に表示しております。

（５）　「動産不動産」は、「有形固定資産」「無形固定資産」または「その他資産」に区分して表示しております。

（６）　「その他資産」に含めて表示していたソフトウェアは、「無形固定資産」に含めて表示しております。

 35． 　「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第20号平成18

年９月８日）が公表日以後終了する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表から適用されることになったことに伴

い、当中間連結会計期間から同実務対応報告を適用しております。これによる中間連結貸借対照表等に与える影響は

ありません。

 36．  当中間連結会計期間末の連結自己資本比率（国内基準）は、９．６８％であります。

取得原価
　（百万円）

中間貸借対照表計上額
（百万円）

評価差額
（百万円）

中間貸借対照表計上額（百万円）

中間貸借対照表計上額
（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）



平成１８年　４月　１日から　　　　                     
中間連結損益計算書

平成１８年　９月３０日まで　　　　                     

（単位：百万円）

12,085

8,579

（ う ち 貸 出 金 利 息 ） （ 6,682 ）

（う ち有価証券利息配当金） （ 1,715 ）

1,437

314

1,753

11,027

784

（ う ち 預 金 利 息 ） （ 595 ）

846

520

5,801

3,073

1,058

1

135

924

524

137

9

252

（注） 1 　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

2 　１株当たり中間純利益金額　２円８４銭

3 　「その他の経常費用」には、貸倒引当金繰入額、２，２３７百万円、貸出金償却５０百万円、債権売却損５１百万円、

株式等売却損５５百万円及び株式等償却５９１百万円を含んでおります。

4 　特別損失には、役員に対する退職金支払額１１９百万円を含んでおります。

科　　　　　　目 金　　　　　　　　額

経 常 収 益

資 金 運 用 収 益

役 務 取 引 等 収 益

そ の 他 業 務 収 益

そ の 他 経 常 収 益

経 常 費 用

営 業 経 費

そ の 他 経 常 費 用

経 常 利 益

資 金 調 達 費 用

役 務 取 引 等 費 用

そ の 他 業 務 費 用

特 別 利 益

税 金 等 調 整 前 中 間 純 利 益

特 別 損 失

中 間 純 利 益

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

法 人 税 等 調 整 額

少 数 株 主 利 益




